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業務委託契約書 

 
１ 委託業務の名称  レイクサイド北山樹木伐採業務委託 
 
２ 契約の履行場所  レイクサイド北山（佐賀県佐賀市富士町） 
 
３ 契 約 期 間  契約締結日から令和７年７月 31 日まで 
 
４ 業務委託料   ￥ 
  （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ￥         ） 
 
５ 業 務 内 容  別添仕様書のとおり 
 
６ 契 約 保 証 金 
 
 上記の委託業務について、委託者と受託者は、各々の対等な立場による合意に基づいて、

別添の条項によって公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものと

する。 
 この契約の証として、本書２通を作成し、当事者記名押印のうえ各自１通を保有する。 
 
 
    令和７年  月  日 
 
    委託者   住 所 佐賀市城内一丁目１－５９ 
 
          氏 名 佐賀県政策部 

政策企画監 納富 大介  印 
 
 
    受託者   住 所 
 
          氏 名              印 
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（総則） 
第１条 委託者（以下「甲」という。）及び受託者（以下「乙」という。）は頭書の業務（以 

下「業務」という。）の委託契約に関し、この契約書に定めるもののほか、仕様書（別冊

の図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。）に従いこれを

履行しなければならない。 
２ 前項の仕様書に明記されていない仕様があるときは、甲乙協議して定める。 
（業務工程表の提出） 
第２条 乙は、この契約締結後５日以内に設計図書に基づいて業務工程表を作成し、甲に

提出しなければならない。 
２ 甲は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から７日以内に、

乙に対してその修正を請求することができる。 
３ この契約書の他の条項の規定により履行期間又は設計図書が変更された場合において、

甲は、必要があると認めるときは、乙に対して業務工程表の再提出を請求することがで

きる。この場合において、第１項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった

日から」と読み替えて、前２項の規定を準用する。 
４ 業務工程表は、甲及び乙を拘束するものではない。 
（権利義務の譲渡等） 
第３条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し又は承継させ若 

しくは担保に供してはならない。ただし、書面による甲の承諾を得たときは、この限り 

でない。 
（再委託等の禁止） 
第４条 乙は、業務の処理を他に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらか 

じめ書面による甲の承諾を得た場合は、この限りでない。 
（監督員） 
第５条 甲は、乙の業務の履行についての指示及び監督にあたる担当職員（以下「監督員」

という。）を定めたときは、書面により、その氏名を乙に通知するものとする。監督員を

変更したときも、同様とする。 
２ 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく甲の権限とさ

れる事項のうち甲が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるとこ

ろにより、次に掲げる権限を有する。 
(1) 契約の履行についての乙又は乙の作業管理者に対する業務に関する指示 
(2) この契約書及び設計図書の記載内容に関する乙の確認の申出又は質問に対する承諾

又は回答 
(3) この契約の履行に関する乙又は乙の作業管理者との協議 
(4) 業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況

の調査 
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３ 甲は、２名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの

監督員の有する権限の内容を、監督員にこの契約書に基づく甲の権限の一部を委任した

ときにあっては当該委任した権限の内容を、乙に通知しなければならない。 
４ 第２項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなけれ

ばならない。 
５ この契約書に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して

行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって甲に到達したもの

とみなす。 
（作業管理者） 
第６条 乙は、作業員を直接指揮監督し、施工管理を行う者（以下「作業管理者」という。）

を定め、書面 によりその氏名役職を甲に通知するものとする。作業管理者を変更した

ときも同様とする。 
２ 作業管理者とは、次のいずれかの資格を有する者をいう。 
 (1) 技術士（森林部門） 

(2) 林業技士 
(3) 林業普及指導員 
(4) 林業専門技術員 
(5) 林業改良指導員 
(6) 基幹林業作業士 
(7) 林業技能作業士 
(8) 林業作業士 
(9) フォレストワーカー（林業作業士） 

 (10) フォレストリーダー（現場管理責任者） 
 (11) フォレストマネージャー（統括現場管理責任者） 
 (12) 森林施業プランナーであって、森林整備作業に係る指導監督及び施工管理に関する 

業務について１年に 60 日以上かつ 3 年以上の実務経験を有する者 
(13) 高等学校において林業に関する学科を修めて卒業した者であって、森林整備作業に 

係る指導監督及び施工管理に関する業務について１年に 60 日以上かつ 5 年以上の実 
務経験を有する者 

(14) 高等専門学校又は大学において林業に関する学科を修めて卒業した者であって、森 
林整備作業に係る指導監督及び施工管理に関する業務について１年に 60 日以上かつ 
3 年以上の実務経験を有する者 

 (15) 森林整備作業に係る指導監督及び施工管理に関する業務について１年に 90 日以上 
かつ 10 年以上の実務経験を有する者 

（契約内容の変更中止） 
第７条 甲は、必要がある場合には、契約の内容を変更し、又は、この契約の全部若しく
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は一部を一時中止させることができる。この場合において、業務委託料又は履行期間を

変更する必要があるときは、甲乙協議して、書面によりこれを定めるものとする。 
（適正な履行期間の設定） 
第 8 条 甲は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間

その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難

であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。 
（履行の確認） 
第９条 乙は、業務が完了したときは、書面により遅滞なく業務履行の確認を甲に求めな 

ければならない。 
２ 甲は、前項の規定による確認を求められたときは、その日から起算して 10 日以内に確

認のための検査を完了し、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。 
（業務委託料の請求及び支払） 
第 10 条 乙は、前条第２項の検査に合格したときは、業務委託料の支払を甲に請求するこ 

とができる。 
２ 甲は前項の規定による適法な支払請求書を受理したときは、その日から起算して 30 日 

以内に業務委託料を乙に支払わなければならない。 
３ 甲の責に帰する事由により第１項にかかわる支払が、前項に規定する支払期限までに 

支払われない場合、乙は、その請求金額につき、遅延日数に応じ年 2.5 パーセントの割合

を乗じて計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。 
（契約不適合責任） 

第 11 条 甲は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの

（以下「契約不適合」という。）であるときは、乙に対し、成果物の修補又は代替物の引

き渡しによる履行の追完を請求することができる。 

２ 前項の場合において、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求

した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 

３ 第 1 項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内

に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求するこ

とができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直

ちに代金の減額をすることができる。 

（１） 履行の追完が不能であるとき。 
（２） 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 
（３） 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行し

なければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完を

しないでその時期を経過したとき。 
（４） 前 3 号に掲げる場合のほか、甲がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受

ける見込みがないことが明らかであるとき。 
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（甲の任意解除権） 

第12条 甲は、業務が完了するまでの間は、次条又は第14条の規定によるほか、必要があ

るときは、この契約を解除することができる。 

２ 甲は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、乙に損害を及ぼしたとき

は、その損害を賠償しなければならない。 

（甲の催告による解除権） 

第 13 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の 
催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、

その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らし

て軽微であるときは、この限りでない。 

(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。 

(2) 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する

見込みがないと認められるとき。 

(3) 作業管理者を配置しなかったとき。 

(4) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 

（甲の催告によらない解除権） 

第14条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除するこ

とができる。 

(1) 第３条第１項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。 

(2) この契約の履行を完了させることができないことが明らかであるとき。 

(3) 乙がこの契約の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

(4) 乙の債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶す

る意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達す

ることができないとき。 

(5) 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履

行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしな

いでその時期を経過したとき。 

(6) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても

契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであると

き。 

(7) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）

第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。）又は暴力団員（同

法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。）が経営に実質

的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。 

(8) 第16条又は第17条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 
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２ 甲は、乙（乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この項に

おいて同じ。）が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、この契約に係る業務が

完了している場合を除き、この契約を解除する。 

(1) 暴力団 

(2) 暴力団員 

(3) 暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者 

(4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的

をもって暴力団又は暴力団員を利用している者 

(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積

極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者 

(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用している者 

(8) 役員等（乙が法人である場合にあってはその役員又はその支店若しくは常時業務の

契約を締結する事務所の代表者、乙が個人である場合にあっては当該個人以外の者で

ある支配人又は常時業務の契約を締結する事務所の代表者であるものをいう。）に第２

号から第７号までに掲げる者がいる者 

(9) 第２号から第７号までに掲げる者がその経営に実質的に関与している者 

(10) 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方が第１号から第９号までのいずれ

かに該当することを知りながら、当該者と契約を締結した者 

(11) 第１号から第９号までのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約（２次

以降の再委託契約及び当該再委託契約に係るその他の契約を含む。）の相手方としてい

た場合（第10号に該当する場合を除く。）に、甲からの当該契約の解除の求めに従わな

かった者 

（甲の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限） 

第15条 第13各号又は前条各号に定める場合が甲の責めに帰すべき事由によるものである

ときは、甲は、前２条の規定による契約の解除をすることができない。 

（乙の催告による解除権） 

第16条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、

その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間

を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微で

あるときは、この限りでない。 

（乙の催告によらない解除権） 

第17条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することが

できる。 

(1) 第７条の規定により契約の内容を変更したため業務委託料が３分の２以上減少し

たとき。 
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(2) 第７条の規定により、業務を一時中止した場合において、その中止期間が履行期間

の10分の５以上に達したとき。 

（乙の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限） 

第18条 第16条又は前条各号に定める場合が乙の責めに帰すべき事由によるものであると

きは、乙は、前２条の規定による契約の解除をすることができない。 

（甲の損害賠償請求等） 

第19条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠

償を請求することができる。 

(1) 履行期間内に業務を完了することができないとき。 

(2) 第13条又は第14条の規定により成果物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。 

(3) 前２号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行

が不能であるとき。 

２ 次の各号のいずれかに該当するときは、乙は、業務委託料の10分の１に相当する額を

違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 

(1) 第13条又は第14条の規定により業務の完了前にこの契約が解除されたとき。 

(2) 業務の完了前に、乙がその債務の履行を拒否し、又は乙の責めに帰すべき事由によ

って乙の債務について履行不能となったとき。 

３ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合（第16条又は第17条の規定により解除

した場合を除く。）は、前項第２号に該当する場合とみなす。 

(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成16年法律第75

号）の規定により選任された破産管財人 

(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成14年法律

第154号）の規定により選任された管財人 

(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成11年法律

第225号）の規定により選任された再生債務者等 

４ 第１項各号又は第２項各号に定める場合（前項の規定により第２項第２号に該当する

場合とみなされる場合を除く。）がこの契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに

帰することができない事由によるものであるときは、第１項及び第２項の規定は適用し

ない。 

５ 第１項第１号に該当し、甲が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料から

既履行部分に相応する業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセン

トの割合で計算した額とする。 

６ 第２項の場合（第14条第１項第７号及び第２項の規定によりこの契約が解除された場

合を除く。）において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われていると

きは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。 

７ 前項の規定は、第 14条第２項の規定によりこの契約が解除された場合について準用す



様式１ 

る。この場合において、前項中「担保」とあるのは、「担保（利付国債に限る。）」と読み替

えるものとする。 
（損害のために必要を生じた経費の負担） 
第 20条 業務の処理に関し発生した損害（第三者に及ぼした損害を含む）のために必要を

生じた経費は、乙が負担するものとする。ただし、その損害のうち甲の責に帰する事由

により生じたものについては、これを甲が負担するものとする。 
（賠償金等の徴収） 
第 21 条 乙がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を甲の指定する期間内に支払 

わないときは、甲は、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から業務委託

料支払の日まで年 2.5 パーセントの割合で計算した利息を付した額と、甲の支払うべき業

務委託料から相殺し、なお不足を生ずるときは、さらに追徴することができる。 
２ 前項の追徴をする場合には、甲は、乙から遅延日数につき年 2.5 パーセントの割合で計 

算した額の延滞金を徴収することができる。 
（臨機の措置） 
第 22 条 乙は、災害防止等のため特に必要と認められるときは臨機の措置をとらなけれ 

ばならない。この場合において、必要があると認めるときは、乙は、あらかじめ、甲の 

意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限り 

でない。 
２ 前項の場合において、乙は、そのとった措置について遅滞なく甲に報告しなければな 

らない。 
３ 甲は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、乙に対して臨 

機の措置をとることを請求することができる。 
４ 乙が第１項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要し 

た費用のうち、乙が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる 

部分については、甲がこれを負担する。 
（契約保証金等の還付） 
第 23条 甲は、第９条第２項の検査に合格した場合又は第 16 条及び第 17 条の規定により

契約を解除された場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行わ

れているときは、遅滞なく返還しなければならない。この場合において、利息は付さな

いものとする。 
（秘密の保持） 
第 24条 乙は、この契約を履行中知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 
（個人情報の保護） 
第 25条 乙は、この契約による業務を処理するため個人情報を取り扱う場合は、別記１「個

人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。 
 



様式１ 

（情報セキュリティ対策） 
第 26条 乙又は乙の使用人は、この契約による事務を処理するにあたって、別記２「情報

セキュリティ対策特記事項」を遵守しなければならない。 
（費用の負担） 
第 27条 この契約の締結及び履行に関し必要な費用は、乙の費用とする。 
（契約外の事項） 
第 28 条 この契約に定めのない事項又はこの契約履行につき疑義を生じた事項については、

甲乙協議して定めるものとする。 
 



 

（別記１） 

個人情報取扱特記事項 

 

 

（基本的事項） 

第１ 乙は、個人情報（個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるも

の（特定個人情報、メールアドレスその他の佐賀県個人情報保護条例（平成 13年佐賀県

条例第 37号。以下「条例」という。）で定めるものをいう。以下同じ。））の保護の重要性

を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を害することのない

よう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。 

 

（秘密の保持） 

第２ 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。こ

の契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 

 

（収集の制限） 

第３ 乙は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、その目的を

明確にし、目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な手段により行わなけれ

ばならない。 

２ 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、本人から収集し、

本人以外から収集するときは、本人の同意を得た上で収集しなければならない。ただし、

甲の承諾があるときは、この限りでない。 

 

（目的外利用・提供の禁止） 

第４ 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を当該事務の目的以外の目的

のために利用し、又は第三者に提供してはならない。 

 

（適正管理） 

第５ 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失又はき

損の防止その他の個人情報の適正な管理のために、個人情報の管理に関する責任者及び

作業現場の責任者の設置等の管理体制の整備など、必要な安全管理措置を講じなければ

ならない。 

２ 乙は、前項の目的を達成するために、個人情報を取り扱う場所及び保管する場所（以下

「作業場所」という。）において、入退室の規制、防災防犯対策その他の安全対策を講じ

なければならない。 

 

（事務取扱担当者の明確化） 



 

第６ 乙は、個人情報を取り扱うにあたって、部署名（●●課、●●係等）、事務名（●●

事務担当者）等により、担当者を明確にしなければならない。ただし、部署名等により担

当者の範囲が明確化できない場合には、事務取扱担当者を指名しなければならない。 

 

（複写又は複製の禁止） 

第７ 乙は、甲の承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために甲から提供

された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 

 

（作業場所の外への持出の禁止） 

第８ 乙は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による事務を処理

するために甲から貸与され、又は乙が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録

された資料等（複写及び複製したものを含む。）について、作業場所の外へ持ち出しては

ならない。 

 

（再委託の禁止） 

第９ 乙は、甲の書面による承諾があるときを除き、この契約による事務を第三者に委託し

てはならない。 

２ 乙は、甲の書面による承諾により、第三者に個人情報を取り扱う事務を委託する場合は、

甲が乙に求める個人情報の保護に関する必要な安全管理措置と同様の措置を当該第三者

に講じさせなければならない。 

３ 乙は、再委託先の第１項に規定する事務に関する行為及びその結果について、乙と再委

託先との契約の内容にかかわらず、甲に対して責任を負うものとする。 

４ 乙は、本件委託事務を再委託した場合、その履行を管理監督するとともに、甲の求めに

応じて、その状況等を甲に報告しなければならない。 

  

（資料等の返還等） 

第１０ 乙は、この契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収

集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返

還、廃棄又は消去しなければならない。ただし、甲が別に指示したときはその指示に従う

ものとする。 

２ 乙は、前項の個人情報を廃棄する場合、記録媒体を物理的に破壊する等当該個人情報が

判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。 

３ 乙は、パソコン等に記録された第１項の個人情報を消去する場合、データ消去用ソフト

ウェア等を使用し、通常の方法では当該個人情報が判読、復元できないように確実に消去

しなければならない。 

４ 乙は、第１項の個人情報を廃棄又は消去したときは、甲に完全に廃棄又は消去した旨を



 

証する書面を速やかに提出しなければならない。 

 

（事務従事者への周知及び指導監督） 

第１１ 乙は、この契約による事務に従事している者に対して、次の事項を周知するととも

に、この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理体制が図られ

るよう、必要かつ適切な指導監督を行わなければならない。 

（１）在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人

に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと 

（２）前号に違反した場合は条例上の罰則規定に基づき処罰される場合があること 

（３）その他この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の保護に関して必

要な事項 

２ 乙は、前項の目的を達成するために、非正規職員を含めた従業者に対し、個人情報を取

り扱う場合に従事者が遵守すべき事項について研修等の教育を実施しなければならない。 

  

（報告及び検査） 

第１２ 甲は、必要があると認めるときは、乙がこの契約による事務を処理するに当たり、

取り扱っている個人情報の管理状況及び委託業務の履行状況について、報告を求めるこ

とができる。 

２ 甲は、必要があると認めるときは、乙がこの契約による事務を処理するに当たり、取り

扱っている個人情報の管理状況及び委託業務の履行状況について、随時実地に検査する

ことができる。 

 

（事故発生時の対応） 

第１３ 乙は、個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざん等この契約に違反する事態が生じ、

又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うもの

とする。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 

 

（指示） 

第１４ 甲は、乙がこの契約による業務を処理するために取り扱っている個人情報につい

て、その取扱いが不適当と認められるときは、乙に対して必要な指示を行うものとする。 

 

（契約解除及び損害賠償） 

第１５ 甲は、乙が特記事項の内容に反していると認めたときは契約の解除又は損害賠償

の請求をすることができるものとする。 

 

 



 

（注） 

１「甲」は委託者を、「乙」は受託者をいう。 

  



 

 

個人情報の管理体制等報告書 
 

令和  年  月  日 

 

佐賀県政策部 

政策企画監 納富 大介 様 

 

受託者名   

 

 

レイクサイド北山樹木伐採業務委託に関する個人情報の管理体制等について、下記のと

おり報告します。 

 

１ 管理責任体制に関する事項 

個人情報管理責任者 
（所属・役職） 

 

（氏名） 

  

作 業 責 任 者 
（所属・役職） 

 

（氏名） 

  

 

２ 事務取扱担当者に関する事項 

部 署 名  

事 務 名 

（事務担当者） 
 

※事務担当者は、個人情報の取得から廃棄までの事務に従事する全ての者が該当となり

ます。 

 

３ 個人情報の保管、管理に関する事項 

作 業 場 所  
 

保管場所及び保管方法  

 

盗 難 、 紛 失 等 の  

事 故 防 止 措 置 等  

（具体的に記入すること） 

 

 

 （注  １ 個人情報管理責任者とは、この委託業務で知り得た個人情報の管理責任者のことを言います。 

２ 作業責任者とは、この委託業務を実際に行う現場の責任者のことを言います。 

３ 個人情報管理責任者と作業責任者は、同一の者であっても構いません。 

 



 

（記載例） 

 

個人情報の管理体制等報告書 
 

令和  年  月  日 

 

委 託 者 名   様 

住所又は所在地 

受託者名  氏名又は商号      印 

代表者氏名 

 

○○委託業務（委託契約の名称を記載）に関する個人情報の管理体制等について、下記

のとおり報告します。 

 

１ 管理責任体制に関する事項 

個人情報管理責任者 
（所属・役職） 

○○本部 課長  

（氏名） 

 佐賀 一郎 

作 業 責 任 者 
（所属・役職） 

○○本部 主任 

（氏名） 

 佐賀  次郎 

 

２ 事務取扱担当者に関する事項 

部 署 名 ○○事業部 ○○班 

事 務 名 

（事務担当者） 
○○○○に係る事務 

※事務担当者は、個人情報の取得から廃棄までの事務に従事する全ての者が該当となり

ます。 

 

３ 個人情報の保管、管理に関する事項 

作 業 場 所 
・○○（委託先名）内の△△（具体的な作業場所名） 

※作業場所が県庁組織内の場合 

・佐賀県庁新行政棟○階 △△課内 

保管場所及び保管方法 

【保管場所について】 

具体的な個人情報が含まれる媒体の保管場所を記載すること。 

【保管方法について】 

施錠管理、パスワード設定等個人情報が容易に漏えいしないよ

うな管理方法を記載すること。 

盗 難 、 紛 失 等 の 

事 故 防 止 措 置 等 

（具体的に記入すること） 

・作業場所には、委託事務の関係者以外の者は入室できないようにし

ている。 

・どの従事者がどのような作業を行ったかログで管理している。 

・使用する個人情報については、必要最小限の者しか使用できないよ

うにアクセス制限を行っている。 

・万が一個人情報が漏えいした場合は、直ちに責任者に報告するよう

に全従事者に指導した。 
 



 

 

（別記２） 

情報セキュリティ対策特記事項 

 
 
 
 
（基本的事項） 
第１ 受託者（以下「乙」という。）は、委託者（以下「甲」という。）の情報資産（ネットワ

ーク及び情報システム、並びにネットワーク及び情報システムの開発、運用及び取扱いに関す

る情報（以下「情報」という。）であって、電磁的記録及び紙等の有体物に出力された情報を

いう。以下同じ。）の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、佐賀県情報

セキュリティ基本方針及び佐賀県情報セキュリティ対策基準（以下「情報セキュリティポリシ

ー」という。）、並びに佐賀県情報セキュリティ実施手順を遵守し、適正な情報セキュリティ

対策を実施しなければならない。  
２ 乙は、情報セキュリティポリシーを遵守するために必要な体制を整備し、情報管理に関する責

任者及び担当者を置かなければならない。  
 
（守秘義務）  
第２ 乙は、この契約による業務に関して知り得た情報（以下「業務上知り得た情報」とい

う。）を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様と

する。  
 
（目的外利用・提供の禁止）  
第３ 乙は、業務上知り得た情報及びこの契約による業務を処理するために甲から提供された情

報（以下「提供情報」という。）を当該業務の目的以外の目的のために利用し、又は第三者に

提供してはならない。  
 
（適正管理）  
第４ 乙は、業務上知り得た情報及び提供情報について、漏えい、滅失又はき損の防止、その他

の情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。  
２ 前項の場合のほか、乙は、データバックアップのための外部施設等への搬送時においても、盗難及び不正コ

ピー等の防止措置を厳重に実施しなければならない。 
 
（複写又は複製の禁止）  
第５ 乙は、甲の承諾があるときを除き、提供情報が記録された資料等を複写し、又は複製して

はならない。  
 
（資料等の返還等）  
第６ 乙は、この契約による業務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、

若しくは作成した情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還し、又は引き

渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。  
 
（事故発生時における報告義務）  
第７ 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速

やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。  
 
（報告、監査及び検査）  
第８ 甲は、乙がこの契約による業務を処理するために取り扱っている情報に対する情報セキュ

リティ対策の状況について、定期的に報告を徴し、監査又は検査を実施することができる。  
 
（業務従事者への周知）  
第９ 乙は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後においても当該

業務に関して知り得た情報を他人に漏らし、又は不当な目的に使用してはならないことなど、



 

 

情報セキュリティ対策のために必要な事項を周知し、また継続的に教育するものとする。  
 
（業務の再委託）  
第１０ 乙は、あらかじめ書面により甲の承諾を得たときを除き、この契約による業務の全部又は一部を第三者に

委託し、又は請け負わせてはならない。 
２ 前項の場合、乙は、委託の範囲における情報セキュリティ対策について、乙から委託を受ける者自身に実施

義務があることを明示した書面を作成し、乙から委託を受ける者との連名で事前に甲に届け出なければならな

い。 
 
（指示）  
第１１ 甲は、乙がこの契約による業務を処理するために取り扱っている情報について、その取

扱いが不適当と認められるときは、乙に対して必要な指示を行うものとする。  
 
（契約解除及び損害賠償）  
第１２ 甲は、乙が本特記事項の内容に反していると認めたときは、契約の解除又は損害賠償の

請求をすることができるものとする。  


